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一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
「
地
域
主
権
戦
略
大
綱
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
ひ
も
付
き
補
助

金
の
一
括
交
付
金
化
等
地
域
主
権
改
革
の
着
実
な
推
進
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
地
域
主
権
を
唱
え
る
民
主
党
政

権
の
政
策
と
整
合
性
が
と
れ
な
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付
金
を
活
用

し
て
行
わ
れ
て
い
る
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
予
算
編
成
過
程
で
調
整
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。


